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被告準備書面16,19,20及び23に対する反論②
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青森地方裁判所

原告ら訴訟代理人弁護士 中 野 宏 典
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本日の内容

１ 反論できていない点が多数存在すること

２ ラハールについて

３ 層厚想定の取扱い（争点Ⅲ②関連）

４ 段階的規制と原規委の裁量（争点Ⅲ③関連）

５ Hayakawa法による噴出量想定（争点Ⅳ①関連）

2



１ 反論できていない点が多数存在すること
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１ 反論できていない点が多数存在すること 4

領域 争点 概要 被告の反論

前提
火山学の基礎知識
ア 降下火砕物の影響評価に過誤があった場合の事故の機序
イ 火山泥流（ラハール）について

→準（２０）第1・3項
→準（２０）第１・２項

領域Ⅲ

争点Ⅲ①

降下火砕物の層厚想定ないし巨大噴火に至らない噴火の噴火規模に関する基準の不合理性
ア 特定の噴火規模の噴火の発生可能性を評価・判定できることを前提とした規定になっている
イ 巨大噴火の発生可能性が十分小さいとしても、これに準ずる規模の噴火を除外する合理的理
由がないのに、これを除外している

→反論なし？
→準（23）第３（争点Ⅰ③として）

争点Ⅲ②

気中降下火砕物濃度の推定手法に関する基準の不合理性
ア そもそも噴出量の想定には不確実性が存在する
イ 数値シミュレーションの不確実性、特に、Tephra2は大規模噴火の適用対象外
ウ 圧密、風化・浸食、再飛散が考慮されていない

→反論なし？
→反論なし？
→準（２０）第１・１項（圧密のみ）

争点Ⅲ③

気中降下火砕物濃度に関する設計基準の不存在
ア 敷地にどの程度の気中濃度の降下火砕物が到来するかは基本設計ないし基本設計方針
イ 適切な設計基準の設定を放棄した
ウ 設計条件が検証等によって示されていない
エ SA設備によるバックアップに期待しているなら深層防護違反（後段否定違反）

→準(23)第６・2項⑴
→反論なし？
→反論なし？
→準（23）第６・２項⑵

領域Ⅳ

争点Ⅳ①
降下火砕物の層厚想定に関する基準適合判断の不合理性
ア 他の類似火山（赤城山、大山等）の情報を参照すると５０㎝を上回る降灰の可能性がある
イ 噴出量想定に大きな不確実性がある、堆積当時の降灰量と現在の堆積量は異なる

→準（２０）第１・1項
→準（２０）第１・1項（圧密のみ）

争点Ⅳ②

気中降下火砕物濃度の推定手法に関する基準適合判断の不合理性
ア 気中濃度が評価・判断されていない
イ 参加人の気中濃度は、0.6〔g/㎤〕という小さい密度を用いることで過小評価になっている
ウ Tephra2は不確実性が大きい、他の類似火山と比較して粒径分布に恣意性がある

→争点Ⅲ③と同じ
→反論なし？
→反論なし？



２ ラハールについて
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２ ラハールについて 6

ラハールとは

http://www.asahi.com/are
a/hokkaido/articles/MTW2
0181009010500001.html

https://www.sabopc.or.jp/l
ibrary/volcanic_disaster/

https://ja.wikipedia.org/wiki
/%E3%83%A9%E3%83%8F
%E3%83%BC%E3%83%AB

十勝岳の例（朝日新聞）
インドネシア・ガルングン
山の例（ウィキペディア）

https://www.jma.go.jp/j
ma/kishou/know/kazan/
volsaigai/saigai.html

甲D521・p365



２ ラハールについて 7

火山ガイドにおけるラハールの取扱い

甲D338・p15-16

施設への直接的影響だけでなく、間接的
影響（送電網の損傷による長期の外部電
源喪失、アクセス制限）を考慮しなければな
らない。

甲D285・p45

 SSG-21では、影響が数か月～
数十年に及ぶこと、かなりの厚さに
達すること、広範囲に及ぶ堆積量
とサイトへの重要性から、原則とし
て設計対応不可能事象とされる。



２ ラハールについて 8

参加人の評価と原規委の判断

甲A559・p165

甲A560・p83

甲A560・p84

ほぼ直接的影響に関する評価のみ。「近傍」の範囲も不明。



２ ラハールについて 9

きわめて広範囲に数十㎝の降灰が生じる事態でも安全を損なわないというのは非常識

甲A559・p216に加筆

青森県のきわめて広範囲が
数十㎝の降灰で埋め尽くされ、
敷地周辺の広範囲にわたって
50㎝を超える降灰がある状
況で、何らの問題もなく施設
の安全が確保されるというの
はあまりにも非常識・非現実
的な楽観的見通し。
事業者も原規委も、問題を
矮小化する詭弁を弄している
にすぎない。机上の空論に騙
されてはならない。

送電網や道路付近でラハールが起
これば、間接的に、敷地に大きな影
響を及ぼす。「近傍」だけで足りる？



３ 層厚想定の取扱い（争点Ⅲ②関連）
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３ 層厚想定の取扱い（争点Ⅲ②関連）

気中降下火砕物濃度の推定 前提としての噴出量の推定

11

甲D338・p29

2024.6.28付資料・p38

層厚想定は、荷重だけでなく、気中降下火
砕物濃度の推定においても用いられる。
 被告は、荷重の点についてしか反論していな
い。
また、層厚想定に含まれる不確実性には、①
そもそもの噴出量想定の不確実性、②数値シ
ミュレーション（特にTephra2）の不確実性、
③圧密、風化・浸食、再飛散の不考慮などが
あるが、被告は、③の圧密しか反論していない。



３ 層厚想定の取扱い（争点Ⅲ②関連）

現在の堆積層厚と、噴火当時（降灰当時）の層厚とを区別すべきこと

12

2024.3.22付資料・p39



３ 層厚想定の取扱い（争点Ⅲ②関連）

被告の反論の不合理性

13

被告の反論

原告らの主張

現在の堆積物の実測層厚〔㎝〕 × 現在の密度〔g/㎤〕
≒ 堆積当時の単位面積当たりの質量〔g/㎠〕

堆積当時の層厚が分からなくてもよい（圧密は考慮しなくてよい）

①文献調査の結果（周辺20-50㎝）
②地質調査の結果（再堆積43㎝）
③数値シミュレーションの結果（53㎝）

総合して55㎝と評価（〔g/㎠〕ではない）

【数値シミュレーション】
現在の堆積物の等層厚線をもとに
堆積当時の噴出量を算定＝8.25㎦
（圧密が考慮されず、過小になる）

過小な噴出量8.25㎦をもとに、数値シミュレーションを実施
圧密後の現在の層厚（過小な層厚）を再現できるようパラメータ調整
堆積当時の層厚を想定 53㎝

これに現在の密度をかける…？？？比較可能？？



４ 段階的規制と原規委の裁量（争点Ⅲ③関連）
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４ 段階的規制と原規委の裁量（争点Ⅲ③関連） 15

敷地にどのような濃度の降下火砕物が到来するかは本来基本設計の問題とされるべき事項であること

2024.3.22付資料・p10

被告の反論

① ある事項について、どの段階の審査
事項とするかは、原規委の合理的な
裁量に委ねられている。

② 専門家を交えた降下火砕物検討
チームの検討を経て、保安規定認可
段階の審査事項と決めた。

③ SA設備によるバックアップに期待し
て設計段階における対策を怠っている
事実はない。



４ 段階的規制と原規委の裁量（争点Ⅲ③関連） 16

2025.6.27付資料・p9法が委任した趣旨に反する場合には裁量権の逸脱・濫用になる（①）。

裁量権は絶対無制約ではない



４ 段階的規制と原規委の裁量（争点Ⅲ③関連） 17

条文の要件の違い 事業指定が前提となって、設工認や保安規定認可が存在 安易に後段に回してはならない

処分・条文 要件 効果 要件の詳細

事業指定
44条の2第１項

１項各号のいずれにも適合し
ていると認めるときでなければ

指定をしてはならない
災害の防止上支障がないものとして指定
基準規則で定める基準に適合する（4号）

設工認可
45条3項

３項各号のいずれにも適合し
ていると認めるときは

認可をしなければならない 46条の2の技術基準規則に適合する（2

号）

保安規定認可
50条2項

２項各号のいずれかに該当す
ると認めるときは

認可をしてはならない 災害の防止上十分でないものである（2

号）

事業指定 設工認可 保安規定認可

災害の防止上
支障がない

認可しなければならない

指定（認可）してはな
らない

災害の防止上支障ないとはいえない

技術基準規則
に適合する

技術基準規則に適合するとはいえない 災害の防止上十分でない

災害の防止上十分
でないとはいえない

明示なし



４ 段階的規制と原規委の裁量（争点Ⅲ③関連） 18

法の趣旨：事業指定では、詳細設計や運転管理等に関する事項を決定するうえで前提となる基本的事項を確認する

敷地にどの程度の量や濃度の火山灰が到来するか

工事計画：詳細設計

保安規定：運転管理等

まさに前提となる基本的事項

本件施設敷地

本来事業指定において評価判断すべき前提基本事項について
合理的理由なく後段の問題とすることは

法の趣旨に反して許されない（裁量権の逸脱・濫用）



５ HAYAKAWA法による噴出量想定（争点Ⅳ①関連）
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参加人による噴出量の想定＝8.25㎦

５ Hayakawa法による噴出量想定（争点Ⅳ①関連） 20

甲A559・p200

北八甲田火山群の甲地軽石（WP）の見かけ体積を8.25㎦と設定。
その根拠として、工藤ほか（2004）による体積（3.3DRE㎦）を挙げている。

噴出量の想定を誤ると、原子力施設に想定を上回る量・濃度の降下火砕物が到来し、各種施
設や機器に同時多発的に深刻な影響を及ぼす。

深刻な災害が万が一にも起こらないようにするには、噴出量想定が「これ以上の規模の噴
火はほぼ起こらない」といえるレベルでなければならない。

被告・参加人の評価



工藤ほか（2004）は、Hayakawa（1985）を参照している

５ Hayakawa法による噴出量想定（争点Ⅳ①関連） 21

等層厚線図をもとに、Hayakawa
（1985）の経験式を用いてWPテフ

ラの噴出量を算出。WP＝3.3DRE㎦
とした。

3.3DRE㎦は、見かけ体積に直すと、

8.25㎦となる。

甲D522・p286



Hayakawa法とLegros法

５ Hayakawa法による噴出量想定（争点Ⅳ①関連） 22

甲D523・p2632024.6.28付資料・p38



Hayakawa（1985）の経験式

５ Hayakawa法による噴出量想定（争点Ⅳ①関連） 23

十和田火山の火砕地質学

→T

S
↑

TSがほぼ一定 反比例（対数グラフなので直線になっている）

甲D524の1・p573



Hayakawa（1985）の経験式は、5つの堆積物のデータの平均値であること

５ Hayakawa法による噴出量想定（争点Ⅳ①関連） 24

平均値

5つの
堆積物の
データ

誤差がある

例えば、Taupoの50㎝の層厚に基づいてHayakawa法で

計算すると、V＝12.2TS＝12.2×50×1.53≒18.66㎦。
これは、結晶法に基づく噴出量V＝24㎦より約3/4の過小
評価。

Hayakawa法によっては、「これ
以上の規模の噴火はほぼ起こらな
い」といえるレベルにならない

甲D524の1・p574
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